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河原版 広報かわらばん 
    

十文字橋十文字橋十文字橋十文字橋がががが落落落落ちたちたちたちた！！！！    

9 月７日未明、大雨をもたらした台風 9 号により、酒匂川が増水し橋げたの根元が洗われ十文字橋

が落橋しました。地域の生活の重要な橋ですので

３自治会長は早速に要望書を町長に提出しました。

町長からは、仮橋は12月完成、本橋は来年8月こ

ろに復旧を目指す予定との回答が出されました。 

また、台風の翌日、町からのボランティアの呼び

かけには 200 人ほどの町民が参加、水辺スポーツ

公園の流れ着い

た流木やごみの

かたずけをしまし

た。河原町の方も

大 勢 自 主 参 加 さ

れました。                   落橋した十文字橋 

ご苦労様でした。 

大量のゴミを片付ける 

＊開成町一斉防災訓練（9 月２日）                   

 133 名の自治会員が訓練に参加し、初期消火訓練・要

援護者およびケガ人の搬送訓練・アルファ米による炊き

出し訓練を行いました。 
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河原町自治会臨時総会 

9 月 29 日(土)に臨時総会が開催され、監査委員の選任、自治会規約改正・自主防災組織規約の

案件が出され、審議の結果、議決されました。当日の出席者は４７名、委任状９２名でした。 

・監査委員には 8 組の石井文夫さん 

・自治会規約の主な改正点は、第 3 条の事業の整理をした。部の設置が規約にないため新たに第

4 条に加え、広報部、福祉部、環境美化部、生涯学習部、体育部、防災部の 6 部とし 1 部増とな

った。第 5 条の役員は、会長、副会長、組長、部長、監査委員として、新たに部長を加えた。第

6 条では、役員推薦委員会は、自治会長経験者に助言を受けることができるように新たに加えた。

8 条の役員の任務では、部に副部長をおくことができ、手当も支給される。 

・河原町自治会自主防災組織規約は、今までは昭和 58 年に決められたものがあったが、ほとん

どの方が認識してなく、規約とおりに実行されていない事実があり、ここで整理がされました。

旧規約は組長が主体ですが、すでに部長、班長体制になっており、現実にあわせた改正がなされ

ました。そのほか、公会堂の管理規定や会計監査実施規定などの設置の説明がありました。10

時から始まり 12 時半に終了、その後懇親会が行われました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長は七沢秀夫さん 

 

＊児童公園の花植えと草刈（5 月）＊クリーンデー（7 月 8 日） 

公園の掃除と花植えを２０日(日)花壇の整地と道路端の草刈を行い、26 日(土)に 59 名の自治会の

皆様に参加していただき、花植えを行いました。また、河川や公園の清掃をする開成クリーンデーが一

斉に行われました。お疲れ様でした。開成町の入り口として、とても綺麗になりました。 
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＊スポーツレクレーション・パークゴルフ大会（10 月７日） 

                           自治会対抗パークゴルフ大会がスポーツレクレーションの

ひとつとして開催されました。河原町チームは団体では最

下位でしたが、個人では、河上清さんが 4 位となり、また

佐藤三郎さんがしいがしコース 7 番でホールインワンを出

すなど健闘しました。 

＊自治会対抗女子ソフトボール大会開催。 

(5 月２０日) 

試合は上延沢に敗退しました。 

 

 

 

佐藤三郎監督と選手達  

 

＊自治会対抗男女バレーボール大会が開催されました。（6 月 24 日） 

開成小学校体育館で開催されました。河原町チームは健闘むなしく女子は 1 回戦で敗退してしまいま

したが、男子は準優勝となりました。おめでとう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊吉田神社祭典（7 月 28 日）子ども会育成会 

暑い、暑い中、ワッショイ・ワッショイ！ 
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＊応急処置実演体験講習（8 月 11 日）河原町公会堂 

福祉文化部が主催、自主防災部共催で実施。足柄

上消防署の米山署長、野地課長補佐、森谷消防士

により心肺蘇生法・AEDの使い方などのご指導を受

けました。河原町では初めての講習で 28 名の参加

者は講師に耳を傾け、真剣に実演していました。 

また、米山署長から火災火災火災火災報知器報知器報知器報知器のののの設置設置設置設置について

説明がありました。消防法の改正で開成町でも条

例が制定され火災報知器の設置が義務付けされま

した。設置場所は、寝室や階段です。 

これは住宅火災による死者のうち約 7 割が逃げ遅 

れによるもので、火災報知器の必要性が義務化さ

心肺蘇生法を体験中の会員              れたものです。ぜひご検討ください。 

救急車の適正利用について（消防署より） 

救急車は本来、命にかかわるような病気やけがの人を一刻も早く医療機関に搬送する必要があ

る場合に利用するものです。軽いけがや緊急性のない急病による救急要請が増えています。安易

な考えで救急要請してしまうと本当に必要な重症な方が利用できなくなってしまうこともあり

ます。救急車の適正利用にご協力お願いします。 

＊河原町敬老会 

福祉文化部主催の敬老会を 9 月 20 に公会堂で行いま

した。役場から田辺さん遠藤さんの話と健康いきいき体

操を勉強し、その後ゲーム、食事などを楽しみました。 

参加者は 68 歳以上の方で 25 名ほど。 

 

 

 

 

 

＊十文字連十文字連十文字連十文字連、、、、特別賞特別賞特別賞特別賞！！！！    

第 20 回開成町阿波踊り大会（9 月８日） 

 春田和子連長率いる「河原町十文字連」は、福祉

会館で行われた踊りコンテストで特別賞をいただき

ました。夕方からは 20 回を迎える開成阿波踊りに路

上での華麗な踊りを見せてくれました。 

 

編集後記：９月７日の台風により十文字橋が落橋してしまいました。当分はすごく不便を感じると思いま

す。会員の皆さんにとって大切な橋が早く復旧することを願うばかりです。 


